
特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第２条第１項に規定する基盤的技術産業に属する業種 
 

1 紡績業 
2 ねん糸製造業 
3 織物業 
4 ニット生地製造業 
5 染色整理業 
6 レース・繊維雑品製造業 
7 整毛業、剪毛業、フェルト・不織布製造業及び上塗りした織物・防水した織物製造業並びにその

他の繊維工業のうち経済産業大臣が指定するもの 
8 段ボール箱製造業 
9 化学肥料製造業（窒素質・りん酸質肥料製造業及び複合肥料製造業を除く。） 
10 無機化学工業製品製造業（塩製造業を除く） 
11 有機化学工業製品製造業（石油化学基礎製品（一貫して生産される誘導品を含む。）の製造業、

脂肪族系中間物（脂肪族系溶剤を含む。）の製造業、プラスチック製造業及び合成ゴム製造業を

除く。） 
12 化学繊維製造業 
13 脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業、界面活性剤（石けん及び合成洗剤を除く。）の製造業及び

塗料製造業 
14 香料製造業、天然樹脂製品・木材化学製品製造業及び試薬製造業並びにその他の化学工業のうち

経済産業大臣が指定するもの 
15 プラスチック異形押出製品製造業及びプラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業 
16 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業（プラスチック床材製造業を除く。） 
17 工業用プラスチック製品製造業 
18 発泡・強化プラスチック製品製造業（強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業及び強化プラ

スチック製容器・浴槽等製造業を除く。） 
19 プラスチック成形材料（廃プラスチックを含む。）の製造業 
20 プラスチック製容器製造業及びその他のプラスチック製品製造業のうち経済産業大臣が指定す

るもの 
21 自動車タイヤ・チューブ製造業 
22 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 
23 ゴム引布・同製品製造業、医療・衛生用ゴム製品製造業、ゴム練生地製造業、更生タイヤ製造業

及び再生ゴム製造業並びにその他のゴム製品製造業のうち経済産業大臣が指定するもの 
24 ガラス・同製品製造業（ガラス容器製造業及び卓上用・ちゅう房用ガラス器具製造業を除く。） 
25 陶磁器・同関連製品製造業（衛生陶器製造業、食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業、陶磁器製置物

製造業、陶磁器製タイル製造業、陶磁器絵付業及び陶磁器用坏土製造業を除く。） 
26 炭素・黒鉛製品製造業 
27 研磨材・同製品製造業 
28 石綿製品製造業 
29 製鋼を行わない鋼材（表面処理鋼材を除く。）の製造業 
30 鉄素形材製造業 
31 鉄粉製造業及び鉄鋼シャースリット業並びにその他の鉄鋼業のうち経済産業大臣が指定するも

の 
32 非鉄金属第ニ次製錬・精製業（非鉄金属合金製造業を含む。） 
33 非鉄金属・同合金圧延業（抽伸又は押出しにより製造するものを含む。） 
34 電線・ケーブル製造業 
35 非鉄金属素形材製造業 
36 第三十ニ号から前号までに掲げる業種以外の非鉄金属製造業のうち、経済産業大臣が指定するも

の 
37 ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業 
38 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業（洋食器製造業及び農業用器具（農業用機械を除く。）の

製造業を除く。） 
39 製缶板金業 



40 金属素形材製品製造業 
41 金属被覆・彫刻業又は熱処理業（ほうろう鉄器を製造するものを除く。）（金属彫刻業を除く。） 
42 金属線製品（ねじ類を除く。）の製造業 
43 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 
44 金属製スプリング製造業及びその他の金属製品製造業のうち経済産業大臣が指定するもの 
45 ボイラ・原動機製造業（蒸気機関・タービン・水力タービン（舶用を除く。）の製造業を除く。） 
46 金属加工機械製造業 
47 繊維機械製造業 
48 特殊産業用機械製造業（食料品加工機械製造業、木工機械製造業及び印刷・製本・紙工機械製造

業を除く。） 
49 一般産業用機械・装置製造業 
50 事務用機械器具製造業、毛糸手編機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業 
51 弁・同付属品製造業、パイプ加工・パイプ附属品加工業、玉軸受・ころ軸受製造業、ピストンリ

ング製造業、金型・同部分品・附属品製造業、包装・荷造機械製造業、産業用ロボット製造業及

び各種機械・同部分品製造修理業（注文により製造又は修理を行うものに限る。） 
52 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 
53 電球製造業 
54 電気音響機械器具製造業 
55 電子計算機・同附属装置製造業 
56 電子応用装置製造業（ビデオ機器製造業及び医療用電子応用装置製造業を除く。） 
57 電気計測器製造業（医療用計測器製造業を除く。） 
58 電子部品・デバイス製造業（集積回路製造業を除く。） 
59 蓄電池製造業及び一次電池製造業並びにその他の電気機械器具製造業のうち経済産業大臣が指

定するもの 
60 自動車・同附属品製造業（自動車（二輪自動車を含む。）の製造業を除く。） 
61 船体ブロック製造業及び舶用機関製造業 
62 航空機・同附属品製造業（航空機製造業を除く。） 
63 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業及びその他の輸送用機械器具製造業のうち経済産業大

臣が指定するもの 
64 計量器・測定器・分析機器・試験機製造業 
65 測量機械器具製造業 
66 理化学機械器具製造業 
67 光学機械用レンズ・プリズム製造業 
68 工業用模型製造業及び情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の製造業 
69 機械修理業 
70 ソフトウェア業 
71 情報処理・提供サービス業（情報処理サービス業を除き、工業の科学技術に関する研究開発に係

る情報の提供を行うものに限る。） 
72 デザイン業 
73 機械設計業及びエンジニアリング業 
74 研究開発支援検査分析業 
75 理学研究所及び工学研究所（それぞれ工業の科学技術に関する研究開発を行うものに限る。） 

 


